
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 
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改
良
区
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○
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二
〇
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告

　
　示 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号 

　計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

令
和
六
年
四
月
五
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査 

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

　査

　場

　所

二
本
松
市

　
　

 

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法

五
月
八
日

　
　
　
　
　
　

 

二
本
松
市
役
所
岩 

 

施
行
令
（
平
成
五
年
政
令

午
前
一
〇
時
か
ら

　
　

 

代
支
所

　
　
　
　

 
 

第
三
二
九
号
）
第
五
条
第

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

 

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

 

じ
。
）
、
分
銅
及
び
お
も

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

新
殿
住
民
セ
ン

 

り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら 

タ
ー

　
　
　
　
　

 

午
後
三
時
一
五
分
ま
で

  

五
月
九
日

　
　
　
　
　
　

 

二
本
松
市
役
所
安

 

午
前
一
〇
時
か
ら

　
　

 

達
支
所

　
　
　
　

 
 

午
前
一
二
時
ま
で

　
　

 
 

午
後
一
時
か
ら

　
　
　

 
 

午
後
三
時
ま
で

　
　
　

  

五
月
一
〇
日

　
　
　
　
　

 

同

　
　
　
　
　
　

 
 

午
前
一
〇
時
か
ら

　
　

 
 

午
前
一
二
時
ま
で
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後
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時
か
ら
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時
ま
で
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日
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時
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ら
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ー

　
　
　
　
　

 

午
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時
ま
で
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時
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ら
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後
三
時
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で

　
　
　

  

五
月
一
五
日

　
　
　
　
　

 

二
本
松
市
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所

　

 
 

午
前
一
〇
時
か
ら

　
　

 
 

午
前
一
二
時
ま
で

　
　

 
 

午
後
一
時
か
ら

　
　
　

 
 

午
後
三
時
ま
で

　
　
　

  

五
月
一
六
日

　
　
　
　
　

 

同
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一
二
時
ま
で

　
　

 
 

午
後
一
時
か
ら

　
　
　

 
 

午
後
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月
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七
日

　
　
　
　
　

 

同
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時
か
ら
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前
一
二
時
ま
で

　
　

 
 

午
後
一
時
か
ら

　
　
　

 

午
後
三
時
ま
で

　
　
　

安
達
郡
大
玉
村 

五
月
二
一
日

　
　
　
　
　

 

大
玉
村
役
場
分
庁

 

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か

舎
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時
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ら
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前
一
一
時
三
〇
分
ま

で

　
　
　
　
　
　
　
　

右
に
掲
げ
る
市

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右

五
月
二
四
日
か
ら
六
月
二

福
島
県
計
量
検
定

村

　
　
　
　
　

 

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た

一
日
ま
で
（
土
曜
日
及
び

所

　
　
　
　
　
　

 

も
の
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日
を
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午
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検
定
検
査
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平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査 

検

　査

　区

　域

対
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と
な
る
特
定
計
量
器

検

　査

　の

　期

　日

二
本
松
市
、
本
宮
市
及

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り 

一
〇
月
一
日
か
ら
一
二
月
二

び
安
達
郡
大
玉
村

　
　

 

〇
日
ま
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（
土
曜
日
、
日
曜

日
及
び
祝
日
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除
く
。
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（
計
量
検
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号
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六
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次

の
よ
う
に
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安
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の
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を
解
除
す
る
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四
月
五
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県
知
事
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一

　解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川
内
字
大
鷹
鳥
谷
五
〇
一
の
二
〇
、
五
〇
一
の
二
一 

二

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

か
ん

三

　解
除
の
理
由 

指
定
理
由
の
消
滅 
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森
林
保
全
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
六
十
二
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
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　令
和
六
年
四
月
五
日 
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島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

土
地
改
良
区
の
名
称 

会
津
大
川
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　髙
野

　源
一

　会
津
若
松
市
北
会
津
町
西
後
庵
三
三
〇
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 
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公 告 第 ６ ３ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と
お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ６ 年 ４ 月 ５ 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
⑴   凍 結 防 止 剤 散 布 車 １   １ 台  
⑵   凍 結 防 止 剤 散 布 車 ２   １ 台  

２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３   落 札 者 を 決 定 し た 日  
令 和 ６ 年 ３ 月 ６ 日  

４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
⑴   １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等   コ マ ツ 福 島 株 式 会 社   福 島 県 郡 山 市 字 下 亀 田 16 番 地 ３  
⑵   １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等   会 津 機 械 株 式 会 社   福 島 県 河 沼 郡 会 津 坂 下 町 大 字 牛 川 字

砂 田 588 番 地  
５   落 札 金 額  

⑴   １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等   5 4 , 7 8 0 , 0 0 0 円  
⑵   １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等   2 5 , 6 3 0 , 0 0 0 円  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
一 般 競 争 入 札  

７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
令 和 ６ 年 １ 月 23 日  

（ 入 札 用 度 課 ）  
                       
公 告 第 ６ ４ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と
お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ６ 年 ４ 月 ５ 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  

福 島 県 全 戸 配 布 広 報 誌   予 定 数 量   4 , 0 8 0 , 0 0 0 部  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   落 札 者 を 決 定 し た 日  

令 和 ６ 年 ３ 月 26 日  
４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  

株 式 会 社 阿 部 紙 工   福 島 県 福 島 市 庄 野 字 柿 場 １ 番 地 の 11  
５   落 札 金 額  

１ 部 あ た り 1 0 . 7 0 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る 額 を 除 く 。 ）  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

一 般 競 争 入 札  
７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  

令 和 ６ 年 ２ 月 13 日  
                                                                （ 入 札 用 度 課 ）  
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